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第１号議案 東京都市計画地区計画綾瀬駅東口周辺地区地区計画 

      の変更 

１ 議案の趣旨 

綾瀬駅東口周辺地区地区計画区域内の旧こども家庭支援セン

ター等跡地（以下、「こ家セン等跡地」という。）は、暫定利用

が続いていたが、令和５年１０月に「旧こども家庭支援センタ

ー等跡地の活用方針」を決定した。 

本案件は活用方針に基づく事業者公募に先立ち、こ家セン等

跡地に駅前通りのシンボル軸形成に寄与する建物を誘導するた

め、地区計画の変更を行うものである（図１参照）。 

また、令和７年３月に綾瀬駅東口駅前交通広場整備工事が完

了し、令和２年１２月の地区計画決定時からまちの状況が変化

しているため、あわせて地区計画の時点修正を行うものである。 
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２ 地区の現況 

（１）こ家セン等跡地部分 

これまで東綾瀬中学校の仮設校舎の敷地として利用されて

いたが、令和７年１月から令和９年３月まで東渕江小学校の

仮設校舎として継続利用している（図２ 写真１参照）。 

令和１１年秋以降の施設開設に向けて、令和７年７月から

プロポーザル方式による事業者の公募が始まる。 

（２）駅前交通広場整備工事 

令和３年１０月に駅前開発用地の一部を取得し、令和６年

１月から工事を進め、１月１９日より供用が開始された（図

２ 写真２参照）。 

駅前通りの車両の混雑を緩和するため、駅前通りにあった

バス停留所とタクシー乗り場を駅前交通広場内に移設した。 

これまで道路で分断されていた東綾瀬公園と駅前交通広場

の一体整備や、総合設計制度による駅前開発によって歩行空

間やオープンスペースが創出された（図３ 黄色部分参照）。 

（３）駅前開発用地 

現在、マンション建設が進んでおり、令和７年１１月頃竣

工予定である（図２ 写真３参照）。総合設計制度により、敷地

内に歩道状空地及び広場状空地を設ける計画となっており、

完成後は歩行環境の改善とにぎわい創出に寄与する。  

図２ 綾瀬駅東口周辺地区 現況写真 

写真１ 東渕江小仮設校舎用地として 
利用中のこ家セン等跡地 

写真３ マンション建設が行わ
れている駅前開発用地 

写真２ 駅前交通広場 

図３ 駅前交通広場等整備概要図 
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３ 上位計画との関連 

（１）足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月改定） 

綾瀬駅周辺は「主要な地域拠点」として位置づけられており、目指すべき姿を『交通の利便性を活かした 魅力と良好な都市

環境のあるまち』としている。交通結節機能を充実し利便性や安全性を向上するとともに、土地の有効利用や民間開発などの適

切な誘導を図り、駅前のにぎわいづくりとともに、周辺の一体的なまちづくりを進める。 

 

（２）足立区地区環境整備計画（平成３０年３月改定） 

綾瀬駅周辺は、土地の高度利用や有効利用による民間開発など、適切な誘導を図る。また、区東部地域の重要な交通の結節拠

点として、駅前周辺の交通機能の整備やにぎわいのあるまちづくり、近接する東綾瀬公園を活かした活力と潤いのあるまちづく

りとなるよう計画する。 
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４ 地区計画の変更概要について ★議案書１～２０ページ 

（１）方針 
駅前通り沿道の土地利用を誘導し、回遊性の高い空間を創出するため、駅前交通広場と東綾瀬公園の一体的な整備及びこ家セ

ン等跡地の施設整備について内容を追加する。 

駅前交通広場について、東綾瀬公園と一体整備することで、交通利便性を向上させるとともに、駅前の顔となる見通しの良い

オープンスペースを確保する旨を加える。 

こ家セン等跡地部分については、魅力的なまちの顔の形成に資する施設として、公民連携により生活利便性やにぎわい（商業・

交流）等の多様な機能を備えた施設を整備する旨を加える。 

（２）地区整備計画区域 
こ家セン等跡地部分に建築物等に関する制限を定めるため、地区整備計画区域を拡大し、地区の区分に「公共公益施設地区」

を追加する（本書５ページ 図４ 赤色破線部分参照）。 

（３）建築物等の用途の制限 
ア 公共公益施設地区及び駅前大規模用地地区Ａ・Ｂに、駅前にふさわしい土地利用を誘導するため、風俗施設等に関する規制

を追加する（本書５ページ 図４ 黄色部分参照）。風俗営業等を規制し、商業・業務施設及びサービス施設等の集積を図る。 

イ 駅前通りのシンボル軸の形成に寄与する建物を誘導するため、用途の制限１号に接する敷地における建築物の１階及び２階

部分の主たる用途を商業・業務系用途に変更する（本書５ページ 表１及び図４ 緑色二重線部分参照）。あわせて、駅前通り

の部分に面して建てられる建築物等の用途を追加することで、駅前通りのにぎわいを創出する連続した店舗を誘導する。 

  



５

図４ 変更概要図１ 

  
 
 

 
表１ 建築物等の用途の制限-イの変更 

   

1. 店舗、飲食店その他これらに類するもの
2. 事務所
3. 保育所

8. 学習塾、華道教室、囲碁教
室その他これらに類する施設

9. 巡査派出所、公衆電話所そ
の他これらに類する公益上必
要な建築物

6. 児童福祉施設等
7. 学校、図書館、博物

館、美術館その他こ
れらに類するもの

4. 劇場、映画館、演芸
場、観覧場、公会堂
又は集会場

5. 診療所、病院

1. 店舗、飲食店その他こ
れらに類するもの

2. 事務所
3. 運動施設その他これ

らに類するもの

変更前 変更後

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。 
（承認番号）(MMT利許第06-K121-3号)、（承認番号）6都市基街都第1号、令和6年4月12日、（承認番号）6都市基交都第1号、令和6年4月3日
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（４）壁面の位置の制限 
公共公益施設地区の歩行空間を確保するため、壁面の位置の制限を適用する。 

特に、シンボル軸である南側の駅前通りは、東綾瀬公園から駅前通りに沿った緑の連続性を創出するため、道路境界線から３ｍ

後退する「壁面の位置の制限１号」を適用する。また、歩道がない北側と東側は１.５ｍ後退する「壁面の位置の制限２号」、歩

道がある西側は０.５ｍ後退する「壁面の位置の制限３号」を適用する（本書７ページ 図５ 水色部分参照）。 

なお、駅前交通広場整備に伴う道路区域の変更にあわせて、道路境界線に沿って「壁面の位置の制限２号」を適用する。 

（５）壁面後退区域における工作物の設置の制限 
（４）で追加した公共公益施設地区の「壁面の位置の制限１号」の区域について、歩行者の通行の妨げとなるような門、塀、

柵、広告物、看板等の工作物の設置の制限を適用する（本書７ページ 図５ 水色部分参照）。 

（６）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
地区全体の良好な市街地形成のため、公共公益施設地区に建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を適用する（本書７ペ

ージ 図５ 黄色部分参照）。 

（７）垣又は柵の構造の制限 
地区全体の良好な市街地形成のため、公共公益施設地区に垣又は柵の構造の制限を適用する（本書７ページ 図５ 黄色部分参

照）。 

（８）土地の利用に関する事項 
公共公益施設地区においては、駅前通り沿いの緑の連続性に配慮した積極的な緑化を推進する（本書７ページ 図５ 黄色部

分参照）。 
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図５ 変更概要図２ 

 

 

 

 

 

 
   

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）(MMT利許第06-K121-3号)、 

（承認番号）6都市基街都第1号、令和6年4月12日、 

（承認番号）6都市基交都第1号、令和6年4月3日 
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５ 都市計画手続きの経緯と今後の予定 
        

令和 ６年  ４月１２日  地区まちづくり計画変更 

   １１月 ８日、 ９日 都市計画法第１６条に基づく都市計画原案の説明会 

   １１月１１日～２５日  都市計画法第１６条に基づく都市計画原案の公告・縦覧（意見書なし） 

 １２月２０日  第８１回足立区都市計画審議会（報告） 

令和 ７年  １月１４日  都市計画法第１９条に基づく東京都知事協議の回答（意見なし） 

２月１２日～２６日  都市計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・縦覧（意見書なし） 

  ３月２１日 第８２回足立区都市計画審議会（審議） 

  ３月下旬  都市計画決定・告示 

  

 


